
大阪赤十字病院　随意契約締結状況（令和５年７月分）
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短身関節鏡　１式
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年7月10日
小西医療器株式会社
大阪府大阪市中央区内淡路町１２－１－５

1,430,000円

予定価格が160万円を超えないことから、見積競争による
ため。
【日本赤十字社会計規則第36条第5項及び日本赤十字
社会計規則施行細則第35条（2）「契約にかかる予定価格
が少額である場合」の規定による】

建築物調査・定期検査報告業務
大阪赤十字病院
経理部　施設課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年7月13日
明和電気防災株式会社
大阪府八尾市佐堂町１丁目１番４号

4,650,000円

契約業者は、調査・検査の実施から特定行政庁への報
告までの一連の業務を一括して実施するための必要な資
格・知識・人員を備えており、医療施設における業務実績
も豊富であり、当事業を迅速かつ適切に実施することが
できる業者であるため。
【日本赤十字社会計規則第36条第４項規約の性質又は
目的が競争を許さない場合の規定による】

高精細モニター　１式
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年7月21日
富士フイルムメディカル株式会社
大阪府大阪市港区弁天１－２－１
大阪ベイタワーオフィス７Ｆ

1,800,000円

当機器は、院内全体に配置されている機器も含めて購入
した代理店が保守点検をしており、契約業者が最も当機
器の性質を熟知し、保守等の実績並びに信頼性があるた
め。
【日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」の規定による】

資産管理ソフトウェア SS1　１式
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年7月21日
株式会社近畿情報産業
大阪府大阪市西区北堀江１－１－２７

19,848,150円

契約業者は、当該システムを導入するアメニティ側のネッ
トワーク環境にかかる詳細な情報を熟知し、システムを安
全・確実に導入・サポートできる唯一の業者であるため。
【日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」の規定による】

一般Ⅹ線撮影間接変換FPD装置　1式
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年7月24日
富士フイルムメディカル株式会社
大阪府大阪市港区弁天１－２－１
大阪ベイタワーオフィス７Ｆ

4,990,000円

契約業者は当該備品の製造業者であり、当該業務に必
要な能力及び経験があるため。
【日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」の規定による】

冷却遠心機　１式
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年7月31日
グリーンホスピタルサプライ株式会社
大阪府吹田市春日３－２０－８

1,170,000円

予定価格が160万円を超えないことから、見積競争による
ため。
【日本赤十字社会計規則第36条第5項及び日本赤十字
社会計規則施行細則第35条（2）「契約にかかる予定価格
が少額である場合」の規定による】
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本館３階天井内（内科他）冷媒配管結露対策工事
大阪赤十字病院
経理部　施設課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年7月30日
株式会社大気社大阪支社
大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号

4,500,000円

本館３階Ｆブロック診察室の天井から漏水が発生してお
り、診療に支障が生じないよう、緊急の修繕が必要である
ため。
【日本赤十字社会計規則第36条第4項「緊急の必要によ
り競争に付することができない場合」の規定による】

立位昇降撮影台　１式
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年7月31日
小西医療器株式会社
大阪府大阪市中央区内淡路町１２－１－５

1,454,000円

予定価格が160万円を超えないことから、見積競争による
ため。
【日本赤十字社会計規則第36条第5項及び日本赤十字
社会計規則施行細則第35条（2）「契約にかかる予定価格
が少額である場合」の規定による】
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